
他会計への短期貸付要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は，函館市水道事業会計，函館市公共下水道事業会計

および函館市交通事業会計（以下「 ３事業会計」という。）に属する

現金を他会計へ短期貸付けをする場合の手続き等について，必要な事

項を定めるものとする。  

（借入れの申込み）  

第２条  ３事業会計に属する現金の短期貸付けを受けようとする他会計

の代表者（以下「代表者」という。）は，当該貸付けを受けようとす

る日の１週間前までに，次に掲げる書類を企業局長に提出しなければ

ならない。  

（１）  短期貸付金借入申込書（様式第１号）  

（２）  短期貸付金借入申込調書（様式第２号）  

（３）  その他企業局長が必要と認める書類  

（貸付利率）  

第３条  貸付利率は，日本銀行金融機構局が公表している譲渡性預金の  

年利 平均 利率 また は国 庫短 期証 券の 利回 りの いず れか 高い 方を 利率

とする。  

（貸付金の限度額等）  

第４条  貸付金の限度額は，貸付けを受けようとする他会計の当該年度

の予算に定める一時借入金の限度額の範囲内の額とする。  

２  貸付金の１件当たりの総額は，１，０００万円以上とし，かつ，貸

付金の単位は，１００万円とする。  

（償還期限）  

第５条  償還期限は，貸付日から３月以内の期間とする。ただし，やむ

を得ない事情により引き続き借入金の全部または一部の額について借

入れを希望するときは，最初の貸付けを受けた日から１年以内の期 間

に限り，３月以内の償還期間で，最初の貸付けと同様の手続きを経て

借り換えることができる。  



２  前項の償還期限は，１会計年度を超えることはできないものとする。 

（貸付けの決定）  

第６条  企業局長は，代表者から第２条の借入れの申込みがあったとき

は，提出された書類を審査し，速やかに短期貸付金貸付決定通知書（様

式第３号）または短期貸付金借換決定通知書（様式第４号）により代

表者に通知するものとする。  

（借用証書の提出）  

第７条  代表者は，前条の短期貸付金貸付決定通知書または短期貸付金

借換決定通知書による通知を受けたときは，借入日または借換日まで

に短期貸付金借用証書（様式第５号）を企業局長に提出しなければな

らない。  

附  則  

この要綱は，平成１４年４月３０日から施行する。  

附  則  

この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。  

 



様式第１号（第２条関係）
第 号
（捨 印）

短期貸付金借入申込書

（ 新規 ・ 借換 ）

円
１ 借 入 金 額

借換えを希望す 既借入額 借入日 年 月 日
２

る既借入額等 百万円 償還日 年 月 日

３ 資 金 の 用 途 事業 運転資金

４ 利 率 年 パ－セント

５ 借 入 希 望 日 年 月 日

６ 償還予定期限 年 月 日

利 息 の 支 払 元金償還の日において，借入日の翌日から元金償還の
７

方法および期日 日までの日数に応じ支払うものとする。

上記のとおり，資金の借入れをしたいので，別紙書類を添えて申し込みます。

年 月 日

函館市公営企業管理者

企業局長 様

（ 事業会計）

団 体 名

代表者職氏名 印



様式第２号（第２条関係） 短 期 貸 付 金 借 入 申 込 調 書（ 新 規 ・ 借 換 ）

１　団　体　名 ９　資 金 計 画 （単位：百万円）

前年度決算 本年度予算 借入の前月 借入月

２　借入希望額 （見込）額 （見込）額 までの実績 （　　）月 （　　）月 （　　）月 （　　）月

百万円　 ① ※ ※ ※印欄の

３　借入希望日 ② 額は一致

　　　　年　　月　　日　 収 ③ するもの

４　償還予定期限 ④ である。

　　　　年　　月　　日　 ⑤

５　資金を必要とする理由 ⑥

入 ⑦

⑧

６　償 還 財 源 ①

②

支 ③

④

７　一時借入金の状況（　　月　　日現在） ⑤

借入先 利率 借入金額 借入期間 出 ⑥

％ 千円 自 年月日 ⑦

至

自

至 一 一 般 会 計 等

自 時 そ の 他

至 借 一 般 会 計 等

自 入 そ の 他

至 金

※

８　予算上の一借限度額 千円 担当部課（係）名 担当者職氏名 電話

備　考

過 年 度 未 払 金

そ の 他

合　　　計　Ａ

合　　　計　Ｂ

営 業 費 用

建 設 改 良 費

支 払 利 息

他 会 計 長 期 借 入 金

補 助 金 ・ 負 担 金

過 年 度 未 収 金

そ の 他

合　　　計

収　支　差　額　　Ａ－Ｂ

月末資金残額　Ａ－Ｂ＋Ｃ－Ｄ

区　　　　　分

借 入 額 Ｃ

返 還 額 Ｄ

　　計　　　　Ｃ－Ｄ

企業債等長期借入返還金

前年度(前月)からの繰越額

営 業 収 益

企 業 債

出 資 金

貯 蔵 品



様式第３号（第６条関係）
第 号

短期貸付金貸付決定通知書

円
１ 貸 付 金 額

２ 資 金 の 用 途 事業 運転資金

３ 利 率 年 パ－セント

４ 貸 付 日 年 月 日

５ 償 還 期 限 年 月 日

６ 借用証書番号

利 息 の 支 払 元金償還の日において，借入日の翌日から元金償還の
７

方法および期日 日までの日数に応じ支払うものとする。

上記のとおり貸付けをしますので，借入れの手続きをしてください。

年 月 日

団 体 名

代表者職氏名 様

函館市公営企業管理者

企業局長

（ 事業会計）



様式第４号（第６条関係）
第 号

短期貸付金借換決定通知書

区 分 借 換 前 借 換 後

借換前金額 借換後金額
１ 貸 付 金 額

百万円 百万円

貸付けまたは
２ 貸付日 年 月 日 借換日 年 月 日

借換え年月日

３ 資 金 の 用 途 事業 運転資金

４ 利 率 年 パ－セント 年 パ－セント

５ 償 還 期 限 年 月 日 年 月 日

６ 差引資金貸付額 百万円

７ 差引資金償還額 百万円

上記のとおり借換えを決定したので，借入れの手続きをしてください。

なお，既貸付額に係る利子は，借換日当日に必ず支払ってください。

年 月 日

団 体 名

代表者職氏名 様

函館市公営企業管理者

企業局長

（ 事業会計）



様式第５号（第７条関係）
第 号
（捨 印）

短期貸付金借用証書

印

金 額 円

上記金額を次の条件および裏面特約条項を承諾のうえ借用しました。

１ 資 金 の 用 途 事業 運転資金

２ 利 率 年 パ－セント

３ 償 還 期 限 年 月 日

４ 利息支払期日 元金償還の日

年 月 日

函館市公営企業管理者

企業局長 様

（ 事業会計）

団 体 名

代表者職氏名 印



短期貸付けをする企業局長（以下「甲」という。）と借入団体の
代表者（以下「乙」という。）の間に係る特約条項

１ 貸付利率

乙は，表面の利率の定めにかかわらず，金融情勢の変動に応じて甲が定める利
率に変更があっても，異存ないものとする。

２ 繰上償還

① 乙は，この借入金の全部または一部の額について，甲の承認を得て繰上償還
をすることができる。

② 乙は，甲の都合により甲からこの借入金の全部または一部の額について繰上
償還を求められても異存がないものとする。

３ 利子の支払等

① 利子は，借入の翌日から計算するものとする。

② この借入金の利子の支払期日は，償還期限到来の日（この借入金の全部の額
について繰上償還が行われる場合にあっては，当該繰上償還が行われる日）の
ほかこの借入金の一部の額について繰上償還が行われる場合にあっては，当該
一部の額について繰上償還が行われる日とする。

４ 借換え

① 乙は，甲の承認を得て，この借入金の全部または一部の額について借換えを
することができるものとする。

② 乙は，借換えをしようとする場合には，当該借換えにより甲から貸付けを受
けようとする額について，短期貸付金の借換えの申込みの手続きをするものと
する。

③ この借入金について借換えが行われる場合には，この借入金の額と当該借換
えにより乙が甲から貸付けを受ける短期貸付金の間における対当額は，相殺に
より決済するものとする。

５ 調査および報告

乙は，この借入金の使用の状況その他この借入金に関し必要な事項について，
甲から調査を受け，または報告を求められても異存ないものとする。


